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１． 目 的 

セメントコンクリート製品（以下 コンクリート二次製品という。）は、製造工場にお

いて一定の品質が確保でき、工事現場における施工の省力化や工期短縮を図れるなどの

特長から広く公共工事で使用されている。 

コンクリート二次製品の使用については、契約書や仕様書において、発注者として求

める品質や検査、提出書類などの品質管理に必要となる事項は示されているものの、品

質確認する項目や品質管理基準、品質確認方法が明確になっていないことから、これま

で監督員の経験等による慣行的な品質管理を行ってきた。 

工事に使用する材料の品質は、建設工事の良否を決める重要な要素の１つであり、施

工段階における適正な工事材料の選定や使用する製品の品質確認の徹底が必要である。 

本取組要領では、これまで明確に定まっていないコンクリート二次製品について材料

承諾時の確認すべき項目や製品納入時の品質確認の方法、判断基準を定め、監督員のす

べき確認事項を明らかにする。 

２． 適用範囲 
コンクリート二次製品を使用する土木部発注の土木請負工事全てに適用する。  

３． 工事材料に関する基本事項 
（１） 契約書の記載事項 

 （工事材料の品質及び検査等） 

 第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書に

その品質が明示されていない場合にあたっては、中等の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において、監督員の検査（確認を含む。以下この条において

同じ。）を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格

したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、

乙の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けてた日から７

日以内に応じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場

外に搬出してはならない。 

５ 受注者は前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料につ

いては、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない、 

 
（２） 土木工事共通仕様書の記載事項 

 第２編 材料編 第２節 工事材料の品質 

１． 一般事項 

受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責において整

備、保管し、監督員から請求があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時に

提出しなければならない。 

２． 中等の契約書第 13 条第 1 項に規定する「中等の品質」とは、JIS 規格に適合し

たもの又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。 

３． 受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS 又
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は設計図書で指示する方法により、試験を行わなければならない。 

 

４． 受注者は、設計図書において見本又は、品質を証明する資料を監督員に提出しなけ

ればならい工事材料については、これを提出しなければならない。 

５． 受注者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保

管しなければならない。なお、材質の変質により工事材料の使用が、不適当と監督

員から指示された場合には、これを取り替えるとともに、新たに搬入する材料につ

いては、再検査（又は確認）を受けなければならない。 

６． 受注者は、表１－１の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明

書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、監督員の確認を受けなけ

ればならない。 

表１－１（抜粋） 

区分 確認材料名 摘要 

セメントコンクリート製品 
セメントコンクリート製品一般 JIS 製品以外 

コンクリート杭、コンクリート矢板 JIS 製品以外 

 
 第２編 材料編 第７節 セメントコンクリート製品 
  ２－７－１ 一般事項 
１．セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損傷のないものでなければならな

い。 
２．セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イ

オン（CL-）の総量で表すものとし、練りまぜ時の全塩化物イオンは 0.30kg/m3
以下とする。 
なお、これを超えるものを使用する場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得

なければならない。 
受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材抑制対策
について」（国土交通大臣官房技術審議会通達、平成 14 年 7 月 31 日）及び「ア
ルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（国土交通省大臣官房技術調
査課長通達、平成 14 年 7 月 31 日）を遵守し、アルカリ骨材反応抑制対策の適
合を確認し、確認した資材を監督員に提出しなければならない。 

     
２－７－２ セメントコンクリート製品 

     セメントコンクリート製品は次の規格に適合するものとする。 
      JISA5335（プレテンション方式遠心力コンクリート杭) 
        JISA5336（ポストテンション方式遠心力コンクリート杭） 
        JISA5361（プレキャストコンクリート製品 種類、製品の呼び方及び表示の通則） 
           JISA5364（プレキャストコンクリート製品  材料及び製造方法の通則） 
          JISA5365（プレキャストコンクリート製品 検査方法通則） 
           JISA5371（プレキャスト無筋コンクリート製品） 

JISA5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品） 
JISA5373（プレキャストプレストレスコンクリート製品） 

  JISA5406（建築用コンクリートブロック） 
    JISA5506（下水道用マンホールふた） 
    JSWASA-１（下水道用鉄筋コンクリート管） 
  JSWASA-2（下水道用推進用鉄筋コンクリート管） 

JSWASA-5（下水道用鉄筋コンクリート卵型管） 
JSWASA-6（下水道用小口径推進用鉄筋コンクリート管） 
JSWASA-8（下水道用推進用ガラス繊維鉄筋コンクリート管） 
JSWASA-9（下水道用台付鉄筋コンクリート管） 
JSWASA-10（下水道用コンクリート製小型マンホール） 
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JSWASK-10（レジンコンクリート用マンホール） 
JSWASK-11（下水道用レジンコンクリート管） 
JSWASK-12（下水道推進工法用レジンコンクリート管） 

（３）用語の定義 
・セメントコンクリート製品（コンクリート二次製品）とは・・・ 

セメントを主原料に、砂、砂利、砕石等の他、鉄筋、ピアノ線等を加え、成形・
硬化させて製品化したもの 

 ・土木工事承諾願とは・・・ 
  共通仕様書第２編第１章第２節６項に基づき、監督員に提出する書類であり、こ

れにより、監督員が工事に使用する材料の設計図書との適合性及び中等の品質を
満足したものであることを確認する。 

 ・JIS 等認証製品とは・・・ 
  国に登録された認証機関が、製造工場の品質管理体制を確認したうえで、JIS（日

本工業規格）に定められた製品種別毎の寸法や品質、性能、安全性を満たしてい
ると認めた製品。または、「下水汚泥溶融スラグを用いたコンクリート２次製品使

用促進要領」に基づき認定された製品。 
  【参考 JIS 規格のある主なセメントコンクリート製品】 

ＪＩＳＡ５３７１ プレキャスト無筋コンクリート製品 

附属Ａ 暗渠類 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 

附属Ｂ 舗装・境界ﾌﾞﾛｯｸ 平板、境界ﾌﾞﾛｯｸ・ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 

附属Ｃ 路面排水溝類 Ｌ型側溝 

附属Ｄ ﾌﾞﾛｯｸ式擁壁類 積みﾌﾞﾛｯｸ・大型積みﾌﾞﾛｯｸ 

ＪＩＳＡ５３７２ プレキャスト鉄筋コンクリート製品 

附属Ａ 杭類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 

附属Ｂ 擁壁類 大型積みﾌﾞﾛｯｸ・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 

附属Ｃ 暗渠類 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ菅・遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ菅・組合せﾌﾞﾛｯｸ・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 

附属Ｄ ﾏﾝﾎｰﾙ類 ﾏﾝﾎｰﾙ側塊 

附属Ｅ 路面排水溝類 Ｕ型側溝・上蓋式Ｕ型側溝・落蓋式Ｕ型側溝・Ｌ型側溝 

附属Ｆ 用排水路類 ﾌﾘｭｰﾑ・組立土留め 

附属Ｇ 共同溝類 ｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ 

ＪＩＳＡ５３７３ プレキャストプレストレスコンクリート製品 

附属Ａ ﾎﾟｰﾙ類 ＰＣｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ 

附属Ｂ 
橋梁類 道路橋用橋桁・道路橋橋桁用ｾｸﾞﾒﾝﾄ・合成床版用ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ版・道路橋梁ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ

床版 

附属Ｃ 擁壁類 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ矢板 

附属Ｄ 暗渠類 ＰＣ管・ＰＣﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 

附属Ｅ 杭類 ＰＣ杭 

   JIS 規格の検索、記載内容の閲覧は、「JISC 日本工業標準調査会」の開設するＨＰを活用してく

ださい。  ＨＰアドレス  http://www.jisc.go.jp/ 

 
（４）契約書、仕様書の解釈 
 ・設計図書とは・・・ 
    工事目的物の資材、寸法、規格など技術的仕様、数量及び算出根拠等の契約内容

を示した図書（図面、仕様書（契約数量表、数量計算書、共通仕様書、特記仕様
書）、現場説明書、質問回答書）。 

・設計図書において見本又は品質を証明する資料を監督員に提出しなければならない工
事材料とは（共通仕様書）・・・ 

共通仕様書に示す第２編第章第２節表１－１に示す指定材料又は共通仕様書に監
督員の確認等が必要と定めたられた工事材料 

 ・同等品以上の品質とは・・・ 
    特記仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合、監督員の承諾する

試験機関の品質を得た品質又は監督員の承諾した品質。 
    試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担。 



 ４ 

  
 

 
４．コンクリート二次製品の使用フロー図 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 施工する製品の外観等は適切か

施工した製品の外観に不備はないか

施工時における請負者の確認ポイント

現場監督員としての確認ポイント

発注者等

請負者

使用するｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品の選定

No

使用不可能の製品

Ｙｅｓ
JIS認証製品か

品質確認基準に適合もしくは
JIS基準に適合するか

Ｙｅｓ

No

土木工事承諾願の提出

使用の承諾

No

Ｙｅｓ

設計図書に示す材料と同等品以上であることを確認

製品の品質を確認

外観、寸法等は適切か

工事打合簿による報告

No

Ｙｅｓ

現地納品の確認(JIS等認証製品以外）

納入製品の返品

現場で使用可能

製品納入時

工事着手前

【Ｐ５ 監督員の確認内容を参照】

【Ｐ１９ 請負者の確認内容を参照】

製品の保管は適切か

施工した製品の外観に不備はないか
No

【Ｐ２４ 不良不適格製品への処置を参照】

【JIS等認証製品の場合】
JIS等認証製品であるか

【JIS等認証製品以外の場合】
設計図書の規格寸法に適合しているか
品質確認基準に適合しているか

No 施工する製品の外観等は適切か

施工した製品の外観に不備はないか

施工時における請負者の確認ポイント

現場監督員としての確認ポイント

発注者等

請負者

発注者等

請負者

使用するｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品の選定

No

使用不可能の製品

Ｙｅｓ
JIS認証製品か

品質確認基準に適合もしくは
JIS基準に適合するか

Ｙｅｓ

No

土木工事承諾願の提出

使用の承諾

No

Ｙｅｓ

設計図書に示す材料と同等品以上であることを確認

製品の品質を確認

外観、寸法等は適切か

工事打合簿による報告

No

Ｙｅｓ

現地納品の確認(JIS等認証製品以外）

納入製品の返品

現場で使用可能

製品納入時

工事着手前

【Ｐ５ 監督員の確認内容を参照】

【Ｐ１９ 請負者の確認内容を参照】

製品の保管は適切か

施工した製品の外観に不備はないか
No

【Ｐ２４ 不良不適格製品への処置を参照】

製品の保管は適切か

施工した製品の外観に不備はないか
No

【Ｐ２４ 不良不適格製品への処置を参照】

【JIS等認証製品の場合】
JIS等認証製品であるか

【JIS等認証製品以外の場合】
設計図書の規格寸法に適合しているか
品質確認基準に適合しているか
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５． 使用材料確認時における監督員の確認事項 
 

 

 

（１）確認する書類 

  受注者から提出される「土木工事承諾願」で品質確認を行う。  

     

（２）確認すべき内容 

「土木工事承諾願」で使用する製品の確認すべき内容は以下のとおりとする。 

(ア) 設計図書に定めた規格・寸法に適合していること。 

(イ) 中等の品質※１を有していること。 【契約書第 13 条、共通仕様書第２編第２節】 

 ※１「中等の品質」とは・・ 

JIS 規格に適合したもの又はこれと同等以上の品質を有するもの 

 

（３）確認の方法 

 土木工事承諾願で提出する資料については、以下の手順で使用承諾のできる製品である

ことを確認する。 

 

使用する製品が、設計図書に示す規格、寸法に適合していることを製品カタログ等

で確認する。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（品質が満足していない場合） 

資料により、製品の品質が満足していることが確認できない場合は、品質確認資料 

の再提出もしくは別の使用製品の選定を受注者に求める。 

 

監督員の確認内容 

JIS 認証書等により、使用する製品が

JIS 認証製品等であることを確認する。 

※ JIS 認証により品質や安全性等が確保さ

れていることから、材料の試験成績表等の

品質証明書は不要とする。 

 

（JIS 等認証製品の場合） 

「表―１ JIS 等認証製品以外の品質確

認基準」を満たしていることが確認で

きる資料（例１～例 12 参照）の提出

により、JIS 等認証製品と同等の品質を

有していることを確認する。 

※表―１の基準に合致しない製品について

は、使用する製品の材料に関する JIS 規格

等を満足していることを確認する。 

 

（JIS 等認証製品以外の場合） 
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    表―１ JIS 等認証製品以外の品質確認基準                   
        

項目 監督員の確認内容 

材料 

 

 

①  使用するｾﾒﾝﾄは、ｾﾒﾝﾄ試験成績表等により、JIS 規格（R5210 等の基準を満

たしているか・・・例１参照 

②  使用する骨材は、骨材試験成績表により、JIS 規格（A5308）示す品質、粒

度が満たされているか・・・例２参照 

③  使用する鋼材は、鋼材試験成績表により、JIS 規格（G3112 等）に示す化学

成分、引張強度等を満足しているか・・・例３参照 

④  仕用する混和剤は、混和剤試験成績表により、JIS 規格（A6204）を満足し

ているか・・・例４参照 

⑤  ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを購入する場合は、JISＡ5308 の規格を満足しているか 

（JIS ﾏｰｸ表示認定工場又は全国品質管理監査合格工場からの調達は JIS5308 を満足して

いることとする） 

品質

製造 

① 示方配合表が作成されているか・・・例 5 参照 

②  示方配合表において、水セメント比は JISA5364 を満足しているか 

                           ・・・例 5 参照 

③  材料を計測する設備は、JISA5308 に定める計測誤差内の設備が整っている

か・・・例６参照 

④ ｺﾝｸﾘｰﾄ中に含まれる塩化物ｲｵﾝの総量が 0.3kg/㎥以下であるか・・例７参照 

⑤  ｺﾝｸﾘｰﾄ中のｱﾙｶﾘ総量が 3.0kg/㎥以内であるか、もしくはｱﾙｶﾘｼﾘｶ抑制対策が

図られているか・・・例８参照 

⑥ 過去２年以内のｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果において、所定材齢での圧縮強度は満

足しているか・・・例９参照 

※過去２年間で、同製品、同配合、打設時期が類似した試験結果により確認 

※所定材齢の目安（参考：コンクリート標準示方書 第 14 章） 

部材厚 45cm 未満の製品は材齢 14 日、 

部材厚 45cm 以上の製品は 28 日 

促進養生を行う場合は、14 日以前の適切な材齢 



 ７ 

検査

出荷 

１ ① 製品を検査する体制、製造者の管理基準が定められているか・・・例１０参照 

※製造者の管理基準は、製品納入時に受注者が行う寸法検査の判定基準と 

する。・・・例１１参照 

２ ② 出荷材齢は明確に定められているか ・・・例５参照 

③ 製品表示には、製造者、製造年月日、その品質が分かる表示となっているか 

                         ・・・例１２参照 

※製造年月日等のわかる表示には、製造年月日の表示の必要性はなく、自社で定め

た記号等の任意表示も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認 Point 

 試験成績平均値が JIS R5210 の規格値を満足していること

を確認する 

例１ 

Ex. 

全アルカリ  0.75以下（規格）≧ 0.43 OK 

塩化物イオン 0.035以下（規格）≧ 0.020  OK 
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確認 Point 

例２ 

JISA5005（粗骨材 砕石）、JIS5308（細骨材）の規

格値の範囲内であることを確認する。 

 Ex. 粗骨材(砕石) 

ふるい目 10 ㎜の場合 

45～80％（規格値） ＞ 75％ OK 

ふるい目５㎜の場合 

90～100％（規格値） ＞  97％ OK 

 

 

８
 



 ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類の記号 Ｃ Ｓｉ Ｍｎ Ｐ Ｓ Ｃ＋Mn/6
SR235 0.050以下 0.050以下
SR295 0.050以下 0.050以下
SD295A 0.050以下 0.050以下
SD295B 0.27以下 0.55以下 1.50以下 0.040以下 0.040以下
SD345 0.27以下 0.55以下 1.60以下 0.040以下 0.040以下 0.50以下
SD390 0.29以下 0.55以下 1.80以下 0.040以下 0.040以下 0.50以下
SD490 0.32以下 0.55以下 1.80以下 0.040以下 0.040以下 0.60以下

曲げ
角度

20以上

22以上

18以上 径16㎜以下 公称直径の１.5倍

19以上 径16㎜超え 公称直径の2倍

16以上 呼び名D16以下 公称直径の１.5倍

17以上 呼び名D16超え 公称直径の2倍

16以上 呼び名D16以下 公称直径の１.5倍

17以上 呼び名D16超え

18以上 呼び名D41以下

19以上 呼び名D51 公称直径の2.5倍

16以上

17以上

12以上 呼び名D25以下 公称直径の2.5倍

13以上 呼び名D25超え 公称直径の3倍

180°

180°

180°

180°

180°

90°

公称直径の2.5倍

公称直径の2倍

公称直径の１.5倍

 

380～520

440～600

440～600

440以上

490以上

560以上

180°

620以上

235以上

295以上

295以上

295～390

345～440

390～510

490～625SD490

SD390

SD345

SD295B

SD295A

SR295

SR235

種類の記号
降伏点又は
耐力N/㎟

引張強さ
N/㎟

伸び
％ 内側半径

曲げ性

JIS G3112 の規格値 

例３ 

JISG3112 の規格値を満たしていることを確認する 

Ex. SD295A の場合 

 降伏点  最小値 295N/㎜２（規格値）＜ 356N/㎜２  ＯＫ 

 引張強さ 440～600 N/㎜２（規格値）＞ 497 N/㎜２  ＯＫ 
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例４ 

JIS6204 5.1 化学混和剤の性能 

標準型 遅延型 促進型 標準型 遅延型 促進型 標準型 遅延型 標準型 遅延型

6以上 12以上 - 4以上 4以上 4以上 10以上 10以上 8以上 18以上 18以上 - -

- - - -
100
以下

-
７0
以下

７0
以下

７0
以下

60
以下

60
以下

- -

- - - - - - - - - - - 0.1以下 0.2以下

始発
-60～
+60

+90
以下

-
-60～
+90

-60～
+210

+30
以下

-60～
+90

-60～
+210

+30
以下

-60～
+90

-60～
+210

-60～
+90

-60～
+210

終結
-60～
+60

+90
以下

-
-60～
+90

0～
+210

0
以下

-60～
+90

0～
+210

0
以下

-60～
+90

0～
+210

-60～
+90

0～
+210

材齢１日 - -
120
以上

- - - - - - - - - -

材齢２日(５℃） - -
130
以上

- - - - - - - - - -

材齢７日
95
以上

115
以上

-
110
以上

110
以上

115
以上

110
以上

110
以上

115
以上

125
以上

125
以上

90
以上

90
以上

材齢２８日
90
以上

110
以上

90
以上

110
以上

110
以上

110
以上

110
以上

110
以上

110
以上

115
以上

115
以上

90
以上

90
以上

120
以下

110
以下

130
以下

120
以下

120
以下

120
以下

120
以下

120
以下

120
以下

110
以下

110
以下

120
以下

120
以下

凍結融解に対する抵抗値 60以上 - - - - - 60以上 60以上 60以上 60以上 60以上 60以上 60以上

スランプ(cm) - - - - - - - - - 6.0以下 6.0以下 4.0以下 4.0以下

空気量(％） - - - - - - - - -
±1.5
以内

±1.5
以内

±1.0
以内

±1.0
以内

経時変化量

減水剤 ＡＥ減水剤 高性能ＡＥ減水剤 流動化剤
項目

高性能
減水剤

ＡＥ剤
硬化
促進剤

減水率（％）

ブリーディング量の比（％）

ブリーディング量の差(cm3/cm3)

長さ変化比（％）

圧縮強度

凍結時間の差分

(参 考) 
形式評価試験値 

  製品開発した当初に性能確認として行う全項目試験 
通常管理試験 

  形式評価試験で確認された品質と同じ品質をもつこと
を定期的に確認するために行う一部項目試験 

JIS6204 の規格値を満たしているこ

とを確認する。 

Ex. 高性能減水剤 

 減水率 12％以上 ≧ 12％ OK 
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例５ 

確認 Point 

 JISA5364 4.2.1（抜粋） 

  a) 水セメント比 

コンクリートの水セメント比又は水結合材比は、無筋製品で 65％以下、鉄筋

コンクリート（ＲＣ製品）で５５％以下及びＰＣ製品で４５％以下とする。 

        ※水セメント比の規格値は、JIS 規格を記載 

確認 Point 

 管理材齢 ≦ 出荷材齢 

 出荷材齢は、コンクリート示方書 14.2.2 を参考 

・一般の工場製品は、材齢 14 日の圧縮強度 

・促進養生を行う工場製品は、材齢１４日以内の適

切な材齢の圧縮強度  

・促進養生を行わない、部材厚の大きい工場製品

は、材齢 28 日の圧縮強度 

   部材厚の大きい＝45cm 程度以上 
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例６ 

JIS5308 8.2.2 （抜粋） 

計量誤差は次による。 

材料の種類 １回計量分量の計測誤差

セメント ±1

骨材 ±3

水 ±1

混和材 ±2

混和剤 ±3

JIS5308 の計測誤差の範囲内であることを確

認する。 

 Ex. 骨材の計測器 

 指示計の読み誤差±3（規格値）＞ -2  OK 
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確認 Point 

 JISA5364 4.2.1（抜粋） 

  ｄ）塩化物量 

コンクリートに含まれる塩化物イオン（Ｃｌ-）量は、PC 製品及び鉄筋コンク

リート（ＲＣ製品）で 0.3kg/m3 以下及び無筋コンクリート（ＵＲＣ製品）

で 0.6kg/m3 以下とする。ただし、適切な防せい対策、アルカリシリカ反応

抑制対策などが施され、塩化物による製品への有害な影響がないことが確認さ

れている製品については、受渡当事者間の協議によって、この上限値を変更し

てもよい。 

 

 

 

例７

５ 
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確認 Point 

 JISA5364 4.2.1（抜粋） 

  Ｃ）アルカリシリカ反応抑制対策 

コンクリートの配合設計に当たっては、コンクリート中のアルカリ総量が

3.0kg/m3 を超える場合 JISA5308 の附属Ｂによってアルカリシリカ反応

抑制対策を講じなければならない・ 

例８

９５ 
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確認 Point 

過去２年間以内の実績で、使用する材料と

同製品、同配合、打設時期が類似した試験結

果で確認 

例９

９５ 

1
5
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例 10

９５ 

品質管理方法の設定 

検査方法、管理基準が定められていることを確認する 

 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

管理者の設定 

品質管理責任者が定められていることを確認する。 

 

1
6
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例１1

９５ 

製造者の寸法管理基準 

＝現地納入時に受注者が確認する寸法管理基準値 

受注者が、製品納入時に品質管理を

行う規格値となる。 
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例１2

９５ 

表示内容と製品表示の位置を定めていることを確認する。 

表示内容は、製造者の任意である。 

製造者名、製造年月日が直接表示しない場合は、製造工場で管理で

きることを記載させる。 

 Ex. 任意記号「ＡＢＣ１」とした場合 

   Ａ：製造者名 Ｂ：製品名 Ｃ：製造月日 １：納品数量 

   上記記号により製造工場での品質管理が確認できます。 
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６． 製品納入時の受注者による品質確認 

 

工事現場に納入する製品の品質管理は受注者が行う。 

 

   

（１）対象製品 

JIIS 等認証製品以外の製品を対象とする。 

（２）確認検査の内容 

確認検査の項目 確認する内容 

ア．外観検査 有害なひび割れ、豆板、反り等の有無を確認 

イ．寸法検査 設計寸法に適合していることを確認 

ウ．表示検査 

製造年月日等のわかる製品表示が製品にあることを確認 

 ※製造年月日等のわかる製品表示には、製造年月日の表示の必要性は

なく、自社で定めた記号等の任意表示も含む。 

（３）確認検査の方法        

① 確認検査は、製品種別に応じて、抜取検査又は全数検査により実施する。  

② 製品種別、製造者別毎に納入日単位に実施する。ただし、寸法検査、表示検査につ

いては、初回製品納入時のみとする。 

確認項目 確認検査の時期 

ア．外観検査 製品納入時毎 

イ．寸法検査 初回製品納入時のみ 

ウ．表示検査 初回製品納入時のみ 

③ 確認検査時の抜取製品数は、製品納入日における納入数に応じ、以下の基準により

決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品種別 抜取検査数 

縁石類 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 1５0 納入製品数毎に２個の抜取検査 

側溝類 U 型側溝・Ｌ型街渠 

桝 

50 納入製品数毎に２個の抜取検査 

25 納入製品数毎に２個の抜取検査 

擁壁類 井桁ﾌﾚｰﾑ ２00 納入製品数毎に２個の抜取検査 

管渠類 ﾋｭｰﾑ管 10 納入製品数毎に２個の抜取検査 

ブロック類 積ﾌﾞﾛｯｸ 

張ﾌﾞﾛｯｸ 

連接ﾌﾞﾛｯｸ 

500 納入製品数毎に２個の抜取検査 

ＰＣ桁、杭類、ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板、 

L 型擁壁、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 全数検査 

受注者の確認内容 
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④ 確認検査の判定基準は以下のとおりとする。 

確認検査項目 判定基準 不適格の判定及び処置 

ア．外観検査 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品外観合否判

定基準（参考）に基づく 

１個でも不適格な製品があった場

合は、納入製品の全数を確認する。 

不良製品については返品する。 

イ．寸法検査 土木工事承諾願に受注者が

提出した製造者の管理基準

に基づく 

１個でも不的確な製品があった場

合は、納入製品の全数を返品する。 

ウ．表示検査 土木工事承諾願に受注者が

提出した表示方法による 

１個でも表示のない製品があった

場合は、納入製品の全数を返品す

る。 

 

   【抜取検査数の例】 

集水桝 120 個について初回 30 個、２回目 60 個、3 回目 20 個を納入する場合】 

（基準）（３）③により「側溝類 桝の場合、25.納入製品毎に２個の抜取検査」 

・初回納入時  30 個 → 30÷25＝1.2 ≒ 2×２個＝４個の抜取で確認検査 

・２回目納入時 60 個  → 60÷25＝2.4 ≒ 3×２個＝6 個の抜取で確認検査 

   ・３回目納入時 20 個  → 20÷25＝0.8 ≒ 1×２個＝2 個の抜取で確認検査 

      

 

 

 

 

（４）管理記録の整理、報告 

 （確認検査の報告） 

① 確認検査の結果は、確認検査毎に受注者が監督員に報告する。 

② 監督員への報告書類は、様式 2（製品納入時の確認検査報告書）に確認検査時の写

真を添付し、受注者から報告を受ける。 

 （工事完成図書としての報告） 

コンクリート二次製品の JIS 等認証製品以外については、工事完成図書における品質

管理書類として、使用した製品の品質証明書を提出する。 

 

    品質証明書とは・・・監督員の確認事項（P6 表―１)の「材料」「品質製造」に

示す内容が確認できる資料とする。 

※提出する資料は、納入数の最も多い期間における品

質証明書でよい。 

※製造工場が同一する製品で、使用する材料が同一 

規格、同一期間に使用している場合は、使用量の 

多い製品のみの提出でよい。 

 

検査内容 初回納入時 ２回目納入時 3 回目納入時 

外観検査 4 個 6 個 2 個 

寸法検査 4 個 - - 

表示検査 4 個 - - 
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コンクリート二次製品外観合否判定基準（参 考） 

 

製品区分 外観検査項目 

名称 代表製品名 ①ひび割れ ②欠け ③豆板 ④ﾍﾟｰｽﾄ漏れ ⑤気泡 ⑥反り 

縁石類 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 
巾 0.2 ㎜以下で且
つ長さが部材寸法
の 1/10 

(露出面) 
10㎠以下 
(露出面以外) 
20㎠以下 
 

20㎠以下 

(露出面) 
巾 15 ㎜以下で部
材寸法の1/5以下 
(露出面以外) 
巾 20 ㎜以下で部
材寸法の1/3以下 

(露出面) 
φ15㎜以下で深さ
5 ㎜以下 
10cm 平方にφ5
～14㎜のものが5
個以下 
(露出面以外) 
φ15㎜以下で深さ
10 ㎜以下 
10cm 平方にφ１
０～14㎜のものが
５個以下 

施工上支障となら
ないもの 
(露出面) 
5 ㎜以下 

側溝類 U 型側溝 

巾 0.1 ㎜以下で且
つ長さが部材寸法
の 1/10（ただし
200 ㎜以下） 

10㎠以下 

函渠類 

  

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 

 

部材表面積の 3％
以下 

部材表面堰の 5％
以下 

擁壁類 
井桁ﾌﾚｰﾑ 

(露出面) 
8㎠以下 
(露出面以外) 
20㎠以下 20㎠以下 

 

φ15㎜以下で深さ
5 ㎜以下 
10cm 平方にφ5
～14㎜のものが5
個以下 Ｌ型擁壁 

(露出面) 
10㎠以下 
(露出面以外) 
20㎠以下 

管渠類 ヒューム管 

巾 0.1 ㎜以下で且
つ管の長さ方向で
1/４以下、管周の方
向で 1/10 以下 

管単面の面積で
3％以下 

管外面積の５％以
下 

巾 15 ㎜以下で部
材寸法の1/4以下
もしくは 
部材寸法の1/6以
下が２箇所以内 

(露出面) 
φ15㎜以下で深さ
5 ㎜以下 
10cm 平方にφ5
～14㎜のものが5
個以下 
(露出面以外) 
φ15㎜以下で深さ
10 ㎜以下 
10cm 平方にφ１
０～14㎜のものが
５個以下 

2
1
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製品区分 外観検査項目 

名称 代表製品名 ①ひび割れ ②欠け ③豆板 ④ﾍﾟｰｽﾄ漏れ ⑤気泡 ⑥反り 

ﾌﾞﾛｯｸ

類 

ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ 

面 
巾 0.2 ㎜以下で且
つ長さ 100 ㎜以下 

5㎠以下 
 

20㎠以下 
巾 15 ㎜以下で部
材寸法の1/5以下 

φ10 ㎜以下で深
さ 5 ㎜以下 
10cm 平方にφ5
～10㎜のものが5
個以下 

施工上支障となら
ないもの 
(露出面) 
5 ㎜以下 

控

え 
巾 0.５㎜以下で且
つ長さ 100 ㎜以下 

25㎠以下 
 

- 
巾 20 ㎜以下で部
材寸法の1/3以下 

- - 

大型連接ﾌﾞﾛｯｸ 

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ 

法枠ﾌﾞﾛｯｸ 

 

 

 

巾 0.2 ㎜以下で且
つ長さが部材寸法
の 1/10 

5㎠以下 10㎠以下 
巾 15 ㎜以下で部
材寸法の1/5以下 

φ10 ㎜以下で深
さ 5 ㎜以下 
10cm 平方にφ5
～10㎜のものが5
個以下 

施工上支障となら
ないもの 
(露出面) 
5 ㎜以下 

コンク

リート

矢板類 

広幅ｺﾝｸﾘｰﾄ矢板  
ひび割れがあって
はならない 

角面に 10 ㎜ 2 
深さ 5 ㎜以下 

10㎠以下 
深さ 3 ㎜以下 

長さ方向 1/10 以下 

高さ方法 1/5 以下 

φ15 ㎜以下で深
さ 10 ㎜以下 
10cm 平方にφ
10～14 ㎜のもの
が 5 個以下 

施工上支障となら
ないもの 
(露出面) 
5 ㎜以下 

舗装類 

ｺﾝｸﾘｰﾄ版 

L=5.5m 
 

巾 0.2 ㎜以下で且
つ長さ２00 ㎜以下 

(露出面) 
10㎠以下 
(露出面以外) 
20㎠以下 

部材表面堰の 5％
以下 

(露出面) 
巾 15 ㎜以下で部
材寸法の1/5以下 
(露出面以外) 
巾 20 ㎜以下で部
材寸法の1/3以下 

(露出面) 
φ1５㎜以下で深
さ 5 ㎜以下 
 施工上支障となら

ないもの 
(露出面) 
６㎜以下 

消雪パイプ  
巾 0.1 ㎜以下で且
つ長さ２00 ㎜以下 

(露出面以外) 
φ1５㎜以下で深
さ 10 ㎜以下 
10cm 平方にφ
10～14 ㎜のもの
が 5 個以下 

① 上記基準（案）は、あくまでも工事に納入された製品の外観検査を行う際の目安である。 

② 国土交通省北陸地方整備局の土木工事現場必携（平成２１年３月）から抜粋。 

③ 露出部とは、施工後に露出される部分をいう。 

④ 該当製品区分がない場合においても、製品の重要度が類似する製品の基準を参考として取り扱う。 

 

2
2
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（受注者が監督員に報告する様式） 

受注者が、製品納入時に確認検査を行った内容について、確認項目状況と検査 

結果の分かる写真を貼付し、監督員に報告する。 

 

【様式-2】 

製品納入時の確認検査報告書 

 

承諾願 NO.                

製品名                  

納入年月日                

納入数量     製品（累計   製品） 

確認検査回数             回 

確認検査年月日              

確認者（受注者）             

受注者確認項目 

【外観検査】 

使用上の有害な、ひび割れ、欠け、反り、ねじれ等はないかを確認 

□ 合格 

       □ 不合格     □ 全数検査の実施 

           （返品製品数       ） 

※使用上に有害となる損傷は、別紙の「ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品外観合否判定基準（案）」を参考とする。 

【寸法検査】 

工事着手前品質確認をした製造会社の管理基準に適合しているか（初回納入時のみ） 

□ 合格 

□ 不合格     □ 全数返品（    製品） 

            返品日（平成 年 月 日）            

  ※工事着手前に確認した品質確認基準に基づき確認検査を行う。 

【表示検査】 

製品に製造工場での品質確認が可能な表示がされているかを確認（初回納入時のみ） 

□ 合格 

□ 不合格     □ 全数返品（    製品） 

          返品日（平成 年 月 日）   

※表示内容は製造者の任意である。 

表示した内容により、製造業者、製造年月日、製造工場での品質管理が把握出来ることが必要。 

 

【搬入・保管のチェック】 

□ 製品搬入時に製品の梱包や運搬、吊込みが適切であったか 

□ 地面に枕木等の設置、シート覆い、荷崩れや盗難防止対策などにより適切に保管さ

れているか 
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７． 不良不適格製品への対応 
  
 日常の現場監督時や完成検査時などに施工した製品の不良不適格を発見し
た場合は、以下の対応を監督員が行う。 

 
 

 

（１） 不良不適格製品 

  不良不適格製品の判断基準は、「コンクリート二次製品外観合否判定基準（参考）」を

満足していない場合に不良不適格製品と判断する。 

   （重要な発見） 

    以下に示す製品不良が発生した場合を重要な発見とする。 

・ 品質不適格の内容が同一製品に複数発生したり、不良不適格製品が多量にある

等、製造過程での原因が疑える場合 

・製品納入時の外観検査で、不良不適格製品が製品納入毎に発生している場合 

 

（２） 不良不適格製品への対応 

① 不良不適格の内容の如何に問わず、不良不適格製品は、指示書により返品を指

示する。 

② 「重要な発見」に該当する場合は、製造工場の品質管理体制の確認調査を監督

員の臨場のもと受注者が行う。 

③ 製造工場の品質管理体制の確認調査では、製品表示に基づき、不良不適格製品

の製造工場における製造過程と品質管理の結果を確認する。 

④ 監督員は、必要に応じ追加試験を受注者に指示し、受注者は、試験結果と製造

工場での品質管理の結果等をもとに不良不適格製品の発生を原因追跡する。 

⑤ 監督員は、原因追跡の結果報告を受注者に提出させ、発生原因が製造者である

ことを監督員が判断した場合は、以下に示す内容を技術企画課土木技術係に報

告する。 

       （報告内容） 

ア． 不良不適格製品の発生場所 

      イ．不良不適格製品の内容 

ウ．製品名、規格 

エ．製造者名、住所、代表者氏名         

オ．元請業者名、住所、現場代理人氏名    

⑥ 技術企画課は、製造者、製品名を各土木事務所に周知するとともに不良不適格

製品の罰則規定の適用を通知する。 

 

（３） 不良不的確製品に対する罰則規定 

不良不適格製品として通知を受けた製品については、通知日より１年間に契約す

る全ての工事（土木部発注の土木請負工事）について、以下の品質管理基準に基

づき品質管理を行う。 

 

 

 

 

不良不適格製品への処置 
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（罰則時の品質管理基準）   

① 全ての検査確認項目について、製品納入時毎に確認検査を受注者が実施する。 

確認項目 確認検査の時期 

ア．外観検査 製品納入時毎 

イ．寸法検査 製品納入時毎 

ウ．表示検査 製品納入時毎 

② 確認検査時の抜取検査数は、「６．製品納入時の受注者の品質確認（３）③」の基準 

により実施する。 

③ 確認検査の判定基準は以下のとおりとする。 

確認検査項目 判定基準 不適格の判定及び処置 

ア．外観検査 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品外観合否判定

基準（参考）に基づく 
１個でも不適格な製品があった

場合は、納品製品の全数を返品す

る。 

 

イ．寸法検査 土木工事承諾願に受注者が提

出した製造者の管理基準に基

づく 

ウ．表示検査 土木工事承諾願に受注者が提

出した表示方法による 

（４） 管理記録の整理、報告 

 （確認検査の報告） 

① 確認検査の結果は、確認検査毎に受注者が監督員に報告する。 

② 監督員への報告書類は、様式 2（製品納入時の確認検査報告書）に確認検査時の写

真を添付し、受注者から報告を受ける。 

 （工事完成図書としての報告） 

工事完成図書の品質管理書類として、使用した製品の品質証明書を提出する。 

 

品質証明書とは・・・監督員の確認事項（P6 表―１)の「材料」「品質製造」

に示す内容が確認できる資料とする。 

※提出する資料は、使用した製品の製造期間における

月別の品質証明書とする。 


